
生駒市高齢者虐待防止ネットワーク連絡会開催要綱 

（目的） 

第１条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１

７年法律第１２４号）第１６条に規定する養護者による高齢者虐待の防止、養

護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を行うに

当たり、生駒市における関係機関、団体等との情報交換及び連携協力体制の整

備を目的として、生駒市高齢者虐待防止ネットワーク連絡会（以下「連絡会」

という。）を開催することに関し必要な事項を定める。 

（意見等を求める事項） 

第２条 連絡会において意見又は助言を求める事項は、次のとおりとする。 

(1) 高齢者虐待対策のあり方に関すること。 

(2) 高齢者虐待防止に関わる関係機関等の連携、情報交換に関すること。 

(3) 高齢者虐待の実態把握，関係者への情報提供に関すること。 

(4) その他高齢者虐待防止の啓発に関すること。 

（参加者） 

第３条 市長は、次に掲げる団体、組織のうちから、連絡会への参加を求めるもの

とする。 

(1) 生駒市医師会 

(2) 奈良県警生駒警察署 

(3) 生駒市民生・児童委員連合会 

(4) 生駒市社会福祉協議会 

(5) 生駒市地域包括支援センター 

(6) 生駒市居宅介護支援事業者協会 

(7) 生駒市人権擁護委員協議会 

(8) 奈良県老人福祉施設協議会 

(9) 奈良県郡山保健所 

(10) 生駒市福祉事務所長 

(11) その他市長が必要と認める者 



２ 前項の場合において、市長は、原則として、同一の者に継続して連絡会への

参加を求めるものとする。 

（運営） 

第４条 連絡会を進行する座長を置き、座長は生駒市福祉事務所長とする。 

２ 市長は、連絡会を開催する際には、その都度、参加者に対し参加を要請する

ものとする。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、連絡会に参加者以外の者を出席させる

ことができる。 

（守秘義務および個人情報保護義務） 

第５条 連絡会の参加者は、会議において知り得た個人の秘密等を漏らし、又はみ

だりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない。連絡会に参

加しなくなった後も、同様とする。 

（事務局） 

第６条 連絡会の事務局は、福祉健康部地域包括ケア推進課に置く。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、連絡会に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

   附 則 

この要綱は、平成２６年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 


